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【国際特許分類】
   Ａ６１Ｎ   1/05     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年9月2日(2010.9.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心リズム管理システムであって、
　患者の心臓に治療を施すようになったパルス発生器を有し、
　リード本体、近位部分、及び遠位部分を備えた電気リードを有し、前記近位部分は、前
記パルス発生器に作動的に結合され、前記遠位部分は、前記心臓の腔内に配置されるよう
になっているとともに、第１の停止領域及び第２の停止領域を備えた溝と、リード本体の
遠位部分の外面に設けられた溝とスライド可能に係合するピンとを含み、
　前記電気リードの遠位端に設けられた少なくとも１つの電極を有し、
　前記電極を含む前記電気リードの前記遠位部分に被せられた固定用螺旋体を有し、前記
固定用螺旋体は、前記電気リードの前記遠位部分に被さった引っ込み位置から前記電気リ
ードの前記遠位端に対して遠位側に配置された伸長位置まで延びるようになっており、ピ
ン及び溝は、固定用螺旋体の前進を制御するようになっている、心リズム管理システム。
【請求項２】
　前記固定用螺旋体を、前記電気リードの前記遠位部分に被さった前記引っ込み位置から
前記電気リードの前記遠位端に対して遠位側に配置された前記伸長位置に伸長させるよう
になった作動機構体を有し、前記作動機構体は、遠位シャフト及び回転可能なピンを含む
遠位組立体を有し、前記固定用螺旋体は、前記遠位組立体に結合されている、請求項１記
載の心リズム管理システム。
【請求項３】
　前記固定用螺旋体は、前記電気リードの前記遠位端に対して遠位側に配置された前記伸
長位置から前記引っ込み位置に引っ込むようになっている、請求項１記載の心リズム管理
システム。
【請求項４】
　前記固定用螺旋体は、前記電極とは独立して動くようになっている、請求項１記載の心
リズム管理システム。
【請求項５】
　前記固定用螺旋体は、非導電性である、請求項１記載の心リズム管理システム。
【請求項６】
　前記固定用螺旋体は、導電性である、請求項１記載の心リズム管理システム。
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【請求項７】
　前記固定用螺旋体は、前記固定用螺旋体が前記引っ込み位置にあるとき、組織にひっか
からない、請求項１記載の心リズム管理システム。
【請求項８】
　前記固定用螺旋体の外径は、０．１１４ｃｍから０．２３４ｃｍの範囲にある、請求項
１記載の心リズム管理システム。
【請求項９】
　前記固定用螺旋体の外径は、０．２０１ｃｍから０．２３４ｃｍの範囲にある、請求項
１記載の心リズム管理システム。
【請求項１０】
　前記電極は、治療薬を保持したり投与したりするためのリザーバを有する、請求項１記
載の心リズム管理システム。
【請求項１１】
　前記電極は、スロット付き先端電極である、請求項１記載の心リズム管理システム。
【請求項１２】
　心リズム管理システムであって、
　患者の心臓に治療を施すようになったパルス発生器を有し、
　近位部分及び遠位部分を備えた電気リードを有し、前記近位部分は、前記パルス発生器
に作動的に結合され、前記遠位部分は、前記心臓の腔内に配置されるようになっていると
ともに、第１の停止領域および第２の停止領域を有する溝と、リードの遠位部分に設けら
れた溝にスライドするようになっているピンとを含み、
　近位端及び遠位端を備えた固定用螺旋体を有し、前記固定用螺旋体は、前記遠位部分に
対して静止するように前記電気リードに結合され、
　前記電気リードの遠位端に設けられた少なくとも１つの電極を有し、前記電極は、前記
固定用螺旋体内に配置され、前記固定用螺旋体内に配置された遠位側位置から近位側位置
に動くようになっており、ピン及び溝は、少なくとも１つの電極の動きを制御するように
なっている、心リズム管理システム。
【請求項１３】
　前記電極を、前記固定用螺旋体内に配置された前記遠位位置から前記近位位置に動かす
ための作動機構体を更に有する、請求項１２記載の心リズム管理システム。
【請求項１４】
　前記作動機構体は、末端駆動機構体から成る、請求項１３記載の心リズム管理システム
。
【請求項１５】
　前記電極は、スロット付き先端電極である、請求項１２記載の心リズム管理システム。
【請求項１６】
　前記電極は、治療薬を保持したり投与したりするためのリザーバを有する、請求項１２
記載の心リズム管理システム。
【請求項１７】
　前記固定用螺旋体の外径は、０．１１４ｃｍから０．２３４ｃｍ、好ましくは０．２０
１ｃｍから０．２３４ｃｍの範囲にある、請求項１２記載の心リズム管理システム。
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